
「子どもの貧困」は多くの国に共通する深刻な

社会問題であり，さまざまな対策が講じられてい

る。有子家庭に対する現金給付は，その中核とな

るプログラムであるが，その歴史や現状は，国ご

とに大きく異なっている。本稿では，イギリスと

日本における児童手当・子ども手当に焦点を当て，

子どもの貧困対策の現状と課題について両国を比

較しつつ整理してみたい。

1-1 イギリスにおける家族手当と福祉国家の

成立

イギリスでは，1945年まで，子どもの経済的

なニーズ充足に対する国家責任というものは認識

されていなかった。生活困窮世帯に対しては救貧

法とワークハウスが用意されていた。1911年以

降，失業保険による手当が導入され，1933年以

降，失業給付が導入されたが，これらは特に子ど

もをターゲットにしたものではなかった。しかし

ながら，議会の自由党議員のエレノア・ラズボー

ン（EleanorRathbone）は，子どもの貧困問題

を緩和し，それが母親に支給された場合には，よ

りジェンダー間の平等が達成され，そして出生率

を高めるという理由から，家族手当の導入を提唱

した（Rathbone1924）。1930年代のイギリス

において，出生率は人口置換水準を下回っていた

のであった。

当初，家族手当の計画は，労働組合の強い反対

にあった。労働組合は，「家族賃金」を求めてい

たのである。しかし，家族手当は，1942年のベ

ヴァリッジ報告の中で採用された。その主要な前

提は，失業保険による給付が，就労インセンティ

ブを損なうことなく十分な水準で支給されるとい

うことが前提であった。

家族手当法（FamilyAllowanceAct）は，

1945年に当時の保守党政府の下で成立した。賃

金引上げ要求を抑えることが，その主要な動機で

あった。しかしながら，家族手当は，第2子以降

が対象であり，その給付水準もベヴァリッジの提

案よりも低いものであった。なお同時期に，無料

の学校給食，出産への補助,妊婦や母親への食糧

給付，社会扶助制度や保険給付における養育加算，

国民保健医療サービス（NHS）の実施による医

療サービス受給時の負担無料化が行われている。

また，すでに所得税制度においては，子どもにつ

いて控除が実施されていた。これらのシステムは，

基本的に普遍主義的な原理に基づいて実施されて

いた。

ところが，制度開始直後から問題が浮上するこ

ととなった。家族手当の水準は低く，公的扶助制

度では住宅コストが換算されている一方，社会保

険や一般雇用においては住宅コストに対応する給

付がなく，公的扶助の水準が社会保険よりも高く

なり，低賃労働者の就労インセンティブを脅かす

こととなった。そこで，後に，所得制限付きの住

宅手当とカウンシル・タックス給付が導入される

Vol.48 No.162

はじめに

Ⅰ

子どもの貧困対策と現金給付

ジョナサン・ブラッドショー

イギリスと日本

所 道 彦



ようになった。また，NHSのコストが高いこと

から，処方箋と歯科の治療が有料となった。この

ように，制度の性格は，普遍主義的なものから，

選別主義的なものへと変化し始めたのである。一

方，税制における子どもについての控除は，家族

給付と並行して実施されていたが，財政的に家族

給付よりも負担が大きいこと，非課税世帯にとっ

ては援助にならず，高額所得者にとってメリット

のあるものとなっていた。

1-2 子どもの貧困の再発見

1960年代前半になると，戦後の福祉国家シス

テムの下で，子どもの貧困問題が依然として存在

すること，そしてそれが深刻であることを示す研

究成果が発表されるようになった。1965年に出

版されたthePoorandthePoorestをきっかけ

に， ChildPovertyActionGroup（CPAG）

が設立され，家族手当の改善に向けてのキャンペー

ン活動が展開されるようになった（Smith,A

andTownsend,P1965）。1970年の総選挙で

は，家族手当の増額を公約した保守党が勝利した

が，保守党政府は，家族補足給付（Family

IncomeSupplement：FIS）を導入した。FIS

は，週4時間以上就労している世帯を対象にした

所得制限付きの給付であった。5週間の就労収入

が基準とされ，母親に支給され，その後の所得の

変動に関係なく6か月間支給される。二人親もひ

とり親も同額の所得制限基準が設定された。FIS

の捕捉率（take-up）は大変低く，課税所得ライ

ンに近いところで設定されており，貧困の罠の問

題を引き起こすこととなった。しかしながら，

FISは1980年代に，家族クレジット（Family

Credit）となり，その後，1990年代に就労家族

タックスクレジット（WorkingFamiliesTax

Credit），児童タックスクレジット（ChildTax

Credit）となった。そして，2013年には，ユニ

バーサル・クレジット（UniversalCredit）が

導入される予定である。

一方，CPAGによる長いキャンペーンの後に，

児童税控除と家族手当は統合されて，1978年に

児童手当（ChildBenefit）となり，またひとり

親世帯を対象とした手当（OneParentBenefit）

が導入された（現在は廃止されている）。現在，

児童手当は，すべての子どもを対象とし，第1子

に週20.3ポンド，第2子以降に13.4ポンドを支給

している。

普遍主義的児童手当に対しては，現在でも賛否

両論がある。反対意見としては，裕福な家族にも

支給する必要はない，コストが高い，大家族，低

年齢の子どもなどに対象を限定した方が効果的で

はないか，高額所得者には課税すべきである，子

育ては家族の責任である，無責任な出産を奨励す

る，現金給付は制度の目的のために使われない

（バウチャーの方が効果的である）などがある。

これに対して，賛成意見としては，水平的な再分

配による公平性が確保される，子どもは社会にとっ

て重要な資源であり，親だけがその責任を引き受

けるべきでない，出生率の向上に寄与する，女性

に対してメリットがある，就労意欲を高めるのに

役立つ，家族を取り巻く状況に変化があった場合

でも，確実な収入源を提供するというものであっ

た。OECDの30か国中，20か国で普遍主義的シ

ステムが採用されている。

1979年にサッチャー政権が登場して以降，児

童手当は，他の社会保障給付と同様に，放置され

ることとなった。これは，失業率の増加や，労働

市場の変化と組み合わさることで，子どもの貧困

の急速な増加をもたらすこととなった。以下の図

1に示すように，子どもの貧困は3倍となった。

1-3 子どもの貧困撲滅

上記のような議論を受けて，1999年に，当時

のブレア首相は，子どもの貧困の撲滅に取り組む

ことを宣言した。「私たちの歴史上の使命は，私

たちが子どもの貧困を永遠に撲滅した最初の世代

となることである。それは20年を要する事業で

あるが，達成可能であると信じる」と宣言したの

である。そのための戦略としては，インフレを抑

え高い雇用率を維持できる経済運営，「福祉から

就労」の戦略，児童タックスクレジットや児童手当

など就労者が受給できる手当（inworkbenefit）

の拡大，最低賃金の引き上げ，子どもに関する就
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労外手当（outofworkbenefit）の拡大，サー

ビス給付への投資の拡大・医療，教育，チャイル

ドケアへの支出拡大，子どもの関する社会サービ

スの実施体制の再編などが含まれる。さらに，

2010年，全政党が賛成の下で，子どもの貧困対

策法（ChildPovertyAct）が可決され，2020

年までに子どもの貧困を削減する新たなターゲッ

トが設定された。この法律は，子どの貧困撲滅に

向けた一連の流れのピークであった。

図2は，2009年における子どもに対する給付シ
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図1 Childpovertyrate%childreninhouseholdswithequivalentincomelessthan60%contemporaryincome

Source:DWP(2011)

図2 Netdisposableincomeforacoupleplustwochildrenbeforehousingcostsbyhourssupplied
attheminimumwagefromApril2009.Rent=￡60aweek,CouncilTax=￡18.00aweek

Source:MicrosimulationmodelderivedbyProfessorSteveWilcox



ステムの全体の構造を示したものである。横軸は

最低賃金で就労する労働者の就労時間，縦軸は一

週間の可処分所得を示している。例えば，非就労

世帯は，児童手当，児童タックスクレジット，所

得補助（求職者手当），住宅手当，カウンシル・

タックス手当を受給することになる。そして，稼

ぎ手が週16時間就労すると，就労タックスクレ

ジットの受給へと移行する。この図に関して，次

の3つの点について注目する必要がある。第1に，

もしフルタイムで就労したとしてもその可処分所

得は，貧困ラインを越えない。第2に，どれほど

就労時間の増加に関わらず，所得の増加のペース

は極めて平坦である（いわゆる貧困の罠）。第3

に，低賃金の労働者に対して，国家が相当大きな

支出を行っていることである。

経済的状況が悪化する前は，イギリスの雇用率

は歴史的にも高い水準であった。子どもの貧困率

は順調に低下し，2004-05年度までに，貧困率を

25％減少させるという目標はほぼ達成でき，そ

して，子どの貧困のギャップを減少させることが

できた。図3は，1998年以降，子どもの貧困の状

況の変化を示したものであり，点線は子どもの貧

困対策法による貧困撲滅の目標値に達すための予

想値を示している。

1-4 経済危機の影響

その後，イギリスは深刻な不況となり，2010

年には新たな連立政権が成立した。新政権は，

2013年までに800億ポンドの財政赤字を削減す

るとし，その25％を増税により，そして残りの

75％を公的サービスの削減と公的セクターの人

員削減によって行うこととした。新政権の実施し

た削減のための政策パッケージは，極めて逆進性

が強く，高齢者よりも子どもに関する支出を直接

ターゲットにしている。児童手当は，3年間凍結

され，2013年からは税制を通じて高所得者から取

り戻すことが予定されている。16歳から18歳の子ど

もを学校につなぎとめるために実施されていた教育

費に関する手当，妊婦に対する給付，児童信託基

金は廃止された。児童タックスクレジットも削減さ

れ，2011年には，政府は，CTCをインフレ率以上

にアップデートするという約束を反故にした。将来

的には，すべての手当の水準の見直しは，小売価格

指数（RetailPriceIndex）ではなく，消費者物
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価指数（ConsumerPriceIndex）で行われるこ

とになる。そして，付加価値税は17.5％から 20％

へ引き上げられた。

これらの結果，子どもの貧困は，現在増加してい

る。IFS研究所の推計によれば，相対的な子どもの

貧困は，2009/10and2012/13に約19％の水準

で推移し，その後，2020年までに，24.4％に上昇

する。絶対的な子どもの貧困は，2009年に，17％

から2013年に，23.2％となり，そのまま 2020ま

で推移するとしている（Breweretal2011）。

そして，ユニバーサル・クレジットが導入により，

2013年にすべての稼働年齢層に対する手当が統合

される予定である。すでに，実施に関して，ITシス

テムが機能するかどうか懸念が高まっている。また，

このクレジットは，住宅手当に上限を設定すること

になり，ロンドンなど家賃の高い地域の世帯に大き

な影響を与えることになる。さらに，障害者の就労

について，障害の程度についても再評価されること

になっている。このため，2009-10年度と比較して，

2012-13年度の中位世帯所得は7％も低くなり，高

いインフレと賃金の低下のために，そのまま，2015-

16年度まで，2009-10年度を下回ったままになると

いう特異な状況が予測されている。

現在のところ，政府の戦略は機能しているとは言

えない。失業率は依然として上昇しており，特に若

年層の失業率は，記録的な高い水準にある。経済

成長は事実上ゼロであり，民間セクターは，公的セ

クターで削減された雇用の受け皿にはなっていない。

財政赤字削減の目標は達成できておらず，ユーロ圏

の経済危機によって，さらなる不景気に直面するこ

とが懸念されている。

2-1 児童手当から子ども手当へ

日本の子ども手当の展開は，イギリスとは異なる。

児童手当が導入されたのは，歴史的にはイギリスよ

りずっと遅く，1970年代初頭のことであった。福

祉国家の拡充が経済発展の程度と関係しているとし

ても，日本が1960年代初頭に国民皆保険・皆年金

制度を整備したことを考えると，子どもに関する社

会手当の実施は遅かった。ベヴァリッジ構想に家族

手当を含め，戦後直後に実施したイギリスとのスタ

ンスの違いに注目すべきであろう。

日本において児童手当の実施が遅くなった理由と

しては，さまざまな理由が指摘されてきた。第1に，

子育ては家族の責任であるという意識が強く，不必

要な公的介入はすべきでないと考えられていた。第

2に，企業の賃金体系の中で，家族に関する手当が

実施されていたことなどがあげられる。第3に，政府

の政策の優先順位であり，経済成長が優先されたこ

と，少なくとも，高度経済成長期において少子化が

大きな問題として認識されていなかったことも，そ

の理由の一つであろう。要するに，戦後の経済成長

の時期，家族と雇用が安定する中で，特に，子ど

もに関して社会保障給付の必要性は認めらなかった

ということになろう。それでも，1970年代において，

少子化が徐々に進行し，また，福祉元年の時期に

福祉プログラムが拡大への国民の期待が高まる中，

児童手当が導入されることになった。

よく知られているように，日本の児童手当法には，

2つの目的が掲げられていた。1つは，有子家庭に対

する経済的な安定であり，もうひとつは，子どもの

健全な発達とウェルビーイングをもたらすことである。

しかしながら，これらの目的は，解釈の幅が広く，

結果として不明瞭であり，社会において手当の位置

づけを明確にすることができなかったと言える。この

ことが現在の子ども手当をめぐる問題の遠因となっ

ている。

1972年に実施された当時，児童手当は，義務教

育期間までをカバーする計画で第3子以降の子に対

して3000円からスタートし， 1975年には

5000円を支給するようになった。所得制限付きの

手当であり，また，財政的に事業主や自治体の負

担がある複雑な制度であった。この点もイギリスと

の大きな違いである。給付額については，当時の物

価水準を考えると，現在の価値よりも高かったとい

う理解も可能かもしれないが，その後，据え置かれ

その実質価値は低下したことになる。

一方，その本質については，ジェンダーバイアス

に関する指摘も行われてきた。イギリスなどでは母

親を受給者と想定しているのに対して，日本では，
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事業主負担があり，父親が受給者と想定されている

ことで，家族賃金の補足物としての性格を残存させ

ることとなった（北 2002a）。

第1次オイルショックの後，児童手当の削減が始

まる。手当の水準は10年間，固定されたままであっ

た。当時，いわゆる「日本型福祉社会」が論じら

れるようになり，西欧型福祉国家への否定的な見解

が広まり，家族機能と自助精神を強調する残余主

義的な福祉システムが正当化されるようになった。

この時代の政策の特徴は，言うまでもなく，福祉

削減である。児童手当は，そのメインターゲットと

なり，給付水準が固定化されただけでなく，受給資

格についても限定化が進み，1990年代初頭には，

3歳未満の児童に限定されるようになった。対象児

童は，第1子からになり，第3子以降は10000円と

なったが，少子化の進行を考えるとこれをそのまま

受給対象の拡大と理解することはできない。

1990年代になると，ようやく状況が変化するよ

うになる。少子高齢化の進行と核家族化によって，

これまでの残余主義的な家族モデルの限界が理解さ

れるようになり，家族に関する社会的給付が積極的

に行われるようになった。当初は，保育などサービ

ス給付の拡大に限定されていたが，やがて，有子家

庭に対する経済的支援が徐々に拡大するようになっ

た。児童手当について支給対象年齢が引き上げられ，

2006年には小学校修了までの児童が対象となった。

また，支給水準も引き上げられ，2007年以降，3

歳以下の子どもに対する給付が10000円に拡大する

とともに，所得制限ラインも引き上げられることと

なった。

また，21世紀初頭の社会経済状況の悪化により，

現役世代に対する貧困のリスクが現実的なものとし

て受け止められるようになった。少子化の進行の背

景に，若年層の失業や雇用の不安定化があることが

認識されるようになり，21世紀初頭の新自由主義

的改革がもたらした「格差」の問題が注目を集める

ようになった。そして，日本の「子どもの貧困」に

ついて現状や再分配システムの問題点についても指

摘されるようになってきた（山野 2008阿部 200

8など）。

2009年の総選挙において，民主党政権は16歳未

満の子どもに対して，世帯の所得に関わらず，一律

26000円の「子ども手当」を支給することを掲げた。

実施の費用は，支出の組み替えと税控除の廃止等

によって捻出されることになっていた。これらは，

高校の授業料の無償化など合わせて，公約の目玉

であった。総選挙後，ともかくも，2010年，完全

実施時の半額（13000円）で日本最初の普遍主義

的児童給付がスタートしたのである。

2-2 子ども手当の迷走

しかしながら，その後の子ども手当は，その制度

実施にむけた見通しの甘さや政治状況の変化などに

よって，大きな困難に直面することとなったのは周

知の通りである。早くも2010年夏には，財政状況

から完全実施が困難であるという見通しが発表され，

子ども手当は野党の格好の攻撃材料となった。財

源の見通しが甘かったことに加えて，消費税の引き

上げという選択肢を放棄すれば，財政的に行き詰っ

てしまうのは自明である。しかしながら，問題とさ

れたのは直接的な費用の確保だけではない。日本の

これまでの福祉システムの在り方と深く関わってい

る。

まず，「普遍主義システム」そのものへの批判が

ある。子ども手当に関しては，保守系の政党やメディ

アから「バラマキ」という語が付せられて批判が行

われる。「バラマキ」という言葉は，対象を限定せ

ずに給付することを形容しているものと解釈できる。

ここには，普遍主義についての誤解がある。特に，

日本においては，社会保障システムを，給付される

場面でのみ理解される傾向があるという問題を示し

ている。給付時点で対象を限定していなくても，負

担の在り方が累進課税の仕組みの中で理解されれば，

つまり，所得再分配の仕組みが理解されればこれほ

ど取り上げられるはずのない批判である。また，そ

れまでの税制度上の所得控除の仕組みの問題点など

も十分に理解されているとも言いがたい。普遍主義

的なシステムへの無知と無理解をこれほど端的に示

す言葉はないであろう。さらに，普遍主義への反発

への背景として，子育ては親の責任という意識があ

ることとの関係が指摘される（武川 2011：49，

菊池 2011：37）。今回の子ども手当への批判は，
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もともと，「社会福祉」や「社会保障」に関して，

限定された対象者に実施するものとする残余主義的

なシステムを基本としてきたことと深く関係してい

ることは間違いないように思われる。

第2に「バラマキ」という批判は，おそらく「現

金給付」であることと無縁でない。「本当に子ども

のために使われるか不明」とか「貯蓄に回る」とい

う批判が発生する。現金のもつ交換性や保存性のメ

リットを評価しないのは極めて一面的と言えよう。

また，現金給付と対比させる形で，サービス給付を

優先すべきであるという批判がある。確かに，待機

児童の問題が深刻な問題であることは否定できず，

保育に関してサービス給付の拡大を求める意見は理

解できる。しかし，これは「現金給付」の必要性と

は直接関係のない議論である。注意しなければなら

ないのは，「手当」か「保育」かという「二者択一

の政治」の流れに無意識に巻き込まれてしまってい

て，総合的な施策が必要にもかかわらず片方だけに

自己規制するという奇妙な状況になっていることで

ある。ブレア政権下で，現金給付もサービス給付も

拡大したことが想起されるべきであろう。同時に，

サービス給付の拡大は，就労中心の貧困対策と関

係があることに留意すべきである。ワーキングプアの

問題が顕在化している状況下で就労せざるを得ない

こと自体についてよく議論を行わなければならない。

第4に，今回の子ども手当の迷走は，厳しい財政

状況の中で，「後発制度」へ反発という理解ができ

るように思われる。日本において，子どもへの施策

の優先順位が低いということとも関係がある。例え

ば，日本型福祉社会の行き詰まりの中で，「介護の

社会化」を掲げた公的介護保険制度が2000年にス

タートしたのに対して，子育ての領域への制度拡大

は限定的である。ひとり暮らしの高齢者の増加や介

護者の高齢化の問題への理解と比較して，子どもの

養育は依然として親の責任という風潮が強いという

ことになるのではないか。年金や介護保険制度の見

直しが必要な時期に，子どもに関しての新らたなプ

ログラムを拡大する余裕はないということになろう。

高齢者の給付を削減と引き換えに子育て支援を行

うことへの消極的な姿勢の可能性が指摘される（菊

池 2011：37）。

この迷走は，結局のところ，「子ども手当」の目

的が何かを明確にできてこなかったという点に行き

着くことになる。「少子化対策」という説明に対し

ては，「手当の実施で子どもの数が増えるのか」と

いう反論が行われる。「子どもの健全育成」という

説明に対しては，「現金給付が何に持ちられるか不

明である」という批判が行われる。「貧困対策」と

いう説明に対しては，「どうして高額所得者に支給

するのか」という疑問が出される。「子どもに関する

消費を刺激する経済対策」という意見に対しては，

「貯蓄に回る」ことへの批判が出される。社会保障

制度全体における子ども手当の位置についての説明

ができなかったということになろう。

実施からわずか1年で子ども手当は大幅に見直さ

れることとなった。2011年10月からは，年齢別に

支給額が変更され，3歳以下の子どもに対しては15

000円，他の子どもに対しては10000円となった。

さらに2011年8月に子ども手当の廃止が決定され，

2012年から所得制限が復活することとなった。所

得制限のラインは，960万円に設定されることなり，

その制限にかかった世帯には，減額された手当が支

給されることとなった。

続いて，国際比較の視点から子どもの貧困対策

の現状を見てみたい。まず，イギリスと日本では，

家族に対する支出水準が異なる。労働党政権下で

の子どもの貧困対策の拡大により，イギリスの家族

関係給付への支出は，OECD諸国の中で，フラン

スに次いで多い。一方，日本の支出は，OECDの

平均以下であり，イギリスの半分であり，アメリカ，

ギリシャ，韓国，および他の新興国と同様，下位グ

ループを形成している。また，両国による支出の内

訳の違いも顕著である。イギリスは，現金給付が半

分以上を占めるのに対して，日本は税控除に大幅に

依存しており，その割合の大きさはアメリカに次ぐ

ものである。

図6は，ユニセフによる子どもの貧困に対する国

際比較のデータである。OECD諸国の中で，イギリ

スは，依然として高い割合を示しているが，日本は
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それよりもさらに高い貧困率を示している。なお，

イギリスは，1995年から2005年までの10年間に子

どもの貧困率を下げることに成功した7つの国のうち

の一つである。図7は，各国の税と社会保障制度に

よる貧困削減の効果を示すものである。イギリスは，

2009年までにEU諸国の中で最も所得再分配が行

われている国であり，逆に日本は再分配機能が最も

小さい国の一つである。日本は，支出の水準が低い

だけでなく，税や社会保障制度の構造自体にも問

題を抱えているということになる。図7では，日本の

子どもの貧困率は，税と社会保障による再分配シス

テムを通じて悪化するという結果を示している。
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図4 Publicspendingonfamilybenefitsincash,servicesandtaxmeasuresPercentageofGDP,in2007.

Source:OECDFamilyDataBasePF1.1

図5 各国の社会保障給付費の構成比（2005年）:OECD

出所：内閣府 子ども・子育て白書 平成22年版 p.18
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なぜ，子どもの貧困を憂慮すべきなのか。まず，

道徳的な議論がある。世界中，ほとんどの宗教が，

貧しい人たちに手を差し伸べるべきであると教えて

いるはずである。次に，社会正義の議論がある。罪

のない子どもが親の所得によって将来が左右される

のは不公平だからである。さらに，経済的な議論が

ある。子ども貧困を放置することで，将来の人的資

源に十分な投資がされず，生産性を落とすことにな

り，また，貧困問題は，衛生，疾病など，すべての

市民に影響する社会問題と関連している。子どもの

貧困を放置することは，年間GDP比で1％相当のコ

ストとなるという指摘もある（Hirsch2008）。最

後に，子どもの貧困は，政府の政策評価の主要な

指標の一つである。子どもの貧困は，政策の失敗を

示すものである。

イギリスは，90年代後半以降，積極的に子ども

の貧困対策に取り組み，順調に成果をあげてきたと

評価できる。しかし，国際的な経済危機や政権交

代等によって，貧困撲滅という目標達成が危ぶまれ
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図6 ChildpovertyratesintheOECD(<50%median)circa2008

Source:AnalysisforUNICEF(2012)



ている。

一方，日本はさらに困難な状況にある。これまで

見てきたように，いくつかの国際比較研究は，日本

の子どもの貧困対策に問題を抱えていることを示し

ている。日本は，家族に対する支出を増加させる必

要があるだけでなく，その税と社会保障給付の構造

自体を改革する必要があるということになろう。し

かしながら，そのハードルは高い。

まずは，子ども手当の迷走についての総括が必要

ではないか。西ヨーロッパにおいては広く定着して

いる給付のシステムが日本に定着しなかったことへ

の批判もあろうし，それでも，1980年代と比較す
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図7 Childpovertyratesbeforeandaftertransferscountriesrankedbythepoverty
reductionachievedbytransfers

Source:AnalysisforUNICEF(2012)
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れば，拡大されたシステムが今後も存在する点を少

しは評価できるかもしれない。また，現状では，政

党間の政治的駆け引きの材料となっている側面もあ

るが，どのような政権が成立したとしても，児童手

当は，少子化対策の中で一定の位置を占めることは

間違いないかもしれない。しかしながら，上記のよ

うな残余主義的な福祉システムに関わる問題を抱え

たままでは，大きな制度改革や拡充は不可能であろ

う。総じて，日本の社会保障制度は，各制度に個

人の損得論で議論される傾向にあり，多くのメディ

アの報道で見られるように，「個人にとって損か得か」

という情報だけが流布されることが多い。個別家計

の損得勘定だけで，社会保障制度が議論されるなら

ば，それ自体に問題があると言わなければならない。

これは，世代ごとに損得を論じる年金制度の不公平

問題にも共通する点である。現在の日本の状況から

は，誰も損をしない制度改革などあり得ないはずで

あり，また，自分に直接関係のない制度に無関心で

あるならば，社会保障制度は成立しえない。

イギリスとの対比で言うならば，福祉国家のプロ

グラムの整備期から，子どもの対する給付が大きく

出遅れたという点が日本の特徴である。そして，そ

の遅れが取り戻せないまま現在に至っている。また，

イギリスでは，子どもの貧困対策法が成立するなど，

子どもの貧困対策について一定の政治的コンセンサ

スが存在するのに対して，日本にはこれが欠如して

おり，子どもの貧困対策に超党派で取り組むような

動きは見られない。高齢化の進展とともに，社会保

障関係の支出が増加する中，社会保障財政の状況

が厳しいことは間違いないが，財政面だけでなく政

治面で問題を抱えていることを認識すべきであろう。

子ども手当の迷走にみられるように，子育てを社会

的に支えるということへの理解が広まっているとも

言えない。次世代への投資についてコンセンサスが

形成されているとは言い難い状況にあるということ

になる。

今回の子ども手当制度の迷走は，バラマキという

イメージを付着させ，社会全体で子育てを支援する

という考え方に否定的なイメージを付与したという

点では，将来的に社会保障制度にとって大きなダメー

ジを与えたという点は否定できないように思われる。

あえて言うならば，将来の世代に対する基本的な投

資である「子ども手当」ですら定着させることので

きない日本では，子どもの貧困対策の進展に関して

明るい展望を見出すことは難しい。格差問題を放置

し，次世代への社会的投資を十分に行わない国家

の将来とはどのようなものか，想像力が問われてい

るように思われる。

＊本稿は，2011年1月に京都で行われた「子ども

の貧困」に関するシンポジウムで行った両名のプ

レゼンテーションをベースに構成したものである。

なお訳は所が担当した。
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